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          （フランス語で若さ・青春） 
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平成 15 年８月 1日 創部 

平成 18 年４月１日 改定 



主 旨 
当クラブは、子どもたちにサッカーというスポーツを｢一生の友｣とできる 

ようにと考えて発足しました。      

子どもたちが、サッカーを｢一生の友｣にできるためのスキルの向上、サッ 

カーは楽しいゲームであることを子どもたちだけではなく、コーチや保護者 

当クラブ関係者全ての方に感じてほしいと考えています。   

 

クラブの目標 

  １．健全な心と体の育成をはかる 

２．大きな声であいさつができる 

３．皆と協調して集団行動ができる 

  ４．友達をたくさん作る 

 

指導方針 

個に焦点を当てた指導 
 

指導目標 

クリエイティブでたくましい選手育成 
 

 

  コーチ、保護者の方には、サッカーは競技ですから、ゲームにおいて 

どうしても勝ち負けが優先しがちですが、負けた時には決して個人を批判 

することなく、子どもたちがいっしょうけんめい取り組んだ姿勢をほめて、 

暖かく見守って、応援してあげてほしいとお願い申し上げます。 

 

 

 運動の苦手な子でも、サッカーが楽しく、「一生の友」となることが、 

当クラブの基本活動で理念とします。



 会 則 
１．入会について 

  入会対象は、園児と小学校１年生から小学校６年生までです。 

  将来は、中学生も対象にしたクラブの運営も考えています。 

  入会に際しては、保護者（親御様）の同意書をいただきます。 

 

２．会費について 

会費は１ヶ月 １，５００円で、半年払い（4 月・9 月）で保護者の方から、会

計の方にお納め下さい。 

また、サッカー協会登録費を入会時と毎年更新時にご負担いただきます。 

（￥２，０００） 

分割納入の場合は、事前にその旨ご連絡ください。 

 

３．スポーツ保険について 

    スポーツ保険代は、入会時と毎年更新時に 500 円ご負担いただきます。 

    スポーツ保険の内容を知りたい方は代表まで連絡ください。 

 

４．休会と退会について 

病気、その他の理由で１ヶ月全く練習できない時は、役員まで連絡を 

して下さい。 

退会される場合は、その理由を役員まで連絡下さい。 

連絡があった場合のみ、会費はその月数分返還いたします。 

 

５．けがについて 

試合もしくは、練習中のけがにつきましては、応急処置を施しますが、 

スポーツ保険の適用外につきましては、当クラブとして責任を負い 

かねますのでご了承下さい。 

 

６．練習・試合について 

原則、練習・試合には必ず参加してください。休む場合はコーチや役員、チーム

メイトに連絡ください。 

練習場所は、当面 錦小学校、錦中学校、 

の運動場や体育館を利用します。 

  練習は原則 平日（水ｏｒ木）・土曜・日曜・祝日の実施予定で、 

練習時間は 

午前の場合は ９：００～１２：００ 

午後の場合は１３：００～１７：００ （冬季 １６：００） 

    平日は      １８：００～２０：００          とします。 

  また、練習開始時間の１５分前に集合し、サッカー用具の準備をします。 

  翌月の練習スケジュールは、月末か月初めの練習日に日程表を 

    渡してご連絡します。 



   各自でご持参いただきたいものは、 

① サッカーボール（４号球） 

② レガース（すね当て） 

③ サッカーシューズ 

④ 屋内シューズ（靴底色：白もしくは飴色 黒と茶は不可） 

⑤ ストッキング（練習は色不問） 

⑥ 十分な飲み物 

 

  上記以外の用具につきましては（ビブス、コーン等）クラブのものを使用します。 

 

  練習着につきましては、原則自由です。 

（ジーンズや運動を損なう服装及びピアス等のアクセサリーの着用はご遠慮下

さい） 

尚、ユニフォーム一式は入会時ご購入いただきます。 

  （約７，０００円程度）  

   

  練習後はグランド整備、片づけ、挨拶をしてから解散。  

勝手に帰らないようにしてください。 

 

７．連絡について 

  クラブとして連絡することがあれば、各担当コーチから連絡網で 

連絡します。 

なお、原則、雨の場合の練習変更連絡はいたしません。 

    

８．役員について 

  役員は、基本的には会員もしくは会員の父兄から選出されるものとし、 

    任期は１年とします。但し、再任は妨げません。 

 

９．その他 

移動中の事故について 

＊試合や練習の往復途中等で、万一事故等発生した場合スポーツ保険の適応以外

につきましては、当クラブとしては、責任を負いかねますのでご了承ください。 

 

  学校施設の利用について 

   学校施設物（ブランコ、鉄棒 等）は使用しないで下さい。 

各自で出したゴミは各自で持ち帰り処分して下さい。 

タバコの吸い殻は絶対にポイ捨てしないで下さい。 

 

  ホームページ 

  公式ホームページを開設しておりますので活用致します。  

http://www.jeunessefc.com/ 

 


